
保護司法 

（昭和二十五年法律第二百四号） 

（保護司の使命） 

第一条 保護司は、社会奉仕の精神をもつて、犯罪をした者及び非行のある少年の改

善更生を助けるとともに、犯罪の予防のための世論の啓発、社会環境の改善及び地域住

民の活動の促進に努め、もつて安心して暮らすことのできる安全な地域社会の実現を図

り、個人及び公共の福祉に寄与することを、その使命とする。 

（設置区域及び定数） 

第二条 保護司は、法務大臣が都道府県の区域を分けて定める区域（以下「保護区」

という。）に置くものとする。 

２ 保護司の定数は、全国を通じて、五万二千五百人をこえないものとする。 

３ 保護区ごとの保護司の定数は、法務大臣がその土地の人口、経済、犯罪の状況そ

の他の事情を考慮して定める。 

４ 第一項及び前項に規定する法務大臣の権限は、地方更生保護委員会に委任するこ

とができる。 

（推薦及び委嘱） 

第三条 保護司は、次の各号に掲げる全ての条件を具備する者のうちから、法務大臣

が委嘱する。 

一 人格識見が高いこと。 

二 他の保護司及び保護観察官と協働して誠実かつ熱心に職務を行う意欲を有するこ

と。 

三 職務の遂行に必要な時間を確保できること。 

四 生活が安定していること。 

五 健康で活動力を有すること。 

２ 法務大臣は、前項の委嘱を、地方更生保護委員会の委員長に委任することができ

る。 

３ 前二項の委嘱は、多様な保護司がそれぞれの個性と能力を発揮して事務に従事す

ることの重要性に鑑み、保護観察所の長が推薦した者のうちから、保護司の多様性の確

保に配慮しつつ行うものとする。 

４ 保護観察所の長は、前項の推薦をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考

会の意見を聴かなければならない。 

５ 保護観察所の長は、保護司の職務の意義及び内容に関する広報を実施するととも

に、第三項の推薦を行うに当たり、関係行政機関若しくは地方公共団体又は民間の団体

若しくは個人の協力を得て、多様な人材の確保に資するように努めるものとする。 

（欠格条項） 

第四条 次の各号のいずれかに該当する者は、保護司になることができない。 

一 拘禁刑以上の刑に処せられた者 

二 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 



三 心身の故障のため職務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるも

の 

（保護司選考会） 

第五条 保護観察所に、保護司選考会を置く。 

２ 保護司選考会は、委員十三人（東京地方裁判所の管轄区域を管轄する保護観察所

に置かれる保護司選考会にあつては、十五人）以内をもつて組織し、うち一人を会長と

する。 

３ 保護司選考会の委員には、給与を支給しない。 

４ この法律で定めるもののほか、保護司選考会の組織、所掌事務、委員及び事務処

理の手続については、法務省令で定める。 

（任期） 

第六条 保護司の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。 

（職務の執行区域） 

第七条 保護司は、その置かれた保護区の区域内において、職務を行うものとする。

ただし、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から特に命ぜられたときその他特に必

要があるときは、当該区域外においても、職務を行うことができる。 

２ 保護司は、前項ただし書の規定によりその置かれた保護区の区域外において職務

を行うとき（地方更生保護委員会又は保護観察所の長から特に命ぜられたときを除

く。）は、あらかじめ、又はその職務を行つた後遅滞なく、地方更生保護委員会又は保

護観察所の長にその旨を報告しなければならない。 

（職務の遂行） 

第八条 保護司は、地方更生保護委員会又は保護観察所の長から指定を受けて当該地

方更生保護委員会又は保護観察所の所掌に属する事務に従事するほか、保護観察所の長

の承認を得た保護司会の計画の定めるところに従い、次に掲げる事務であつて当該保護

観察所の所掌に属するものに従事するものとする。 

一 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け、又は犯罪の予防を図るため

の啓発及び宣伝の活動 

二 犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け、又は犯罪の予防を図るため

の地方公共団体の施策及び民間団体の活動への協力 

三 その他犯罪をした者及び非行のある少年の改善更生を助け、又は犯罪の予防を図

ることに資する活動で法務省令で定めるもの 

（服務） 

第九条 保護司は、その使命を自覚し、常に人格識見の向上とその職務を行うために

必要な知識及び技術の修得に努め、積極的態度をもつてその職務を遂行しなければなら

ない。 

２ 保護司は、その職務を行うに当つて知り得た関係者の身上に関する秘密を尊重

し、その名誉保持に努めなければならない。 

（費用の支給） 

第十条 保護司には、給与を支給しない。 

２ 保護司は、法務省令の定めるところにより、予算の範囲内において、その職務を

行うために要する費用の全部又は一部の支給を受けることができる。 



（解嘱） 

第十一条 法務大臣は、保護司が第四条各号の一に該当するに至つたときは、これを

解嘱しなければならない。 

２ 法務大臣は、保護司が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、保護観察

所の長の申出に基づいて、これを解嘱することができる。 

一 第三条第一項各号に掲げる条件のいずれかを欠くに至つたとき。 

二 職務上の義務に違反し、又はその職務を怠つたとき。 

三 保護司たるにふさわしくない非行があつたとき。 

３ 保護観察所の長は、前項の申出をしようとするときは、あらかじめ、保護司選考

会の意見を聴かなければならない。 

４ 第一項又は第二項の規定による解嘱は、当該保護司に解嘱の理由が説明され、か

つ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。ただし、第四条第一号

に該当するに至つたことを理由とする解嘱については、この限りでない。 

（保護司会） 

第十二条 保護司は、その置かれた保護区ごとに保護司会を組織する。 

２ 保護司会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。 

一 第八条に規定する計画の策定その他保護司の職務に関する連絡及び調整 

二 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集 

三 保護司の職務に関する研究及び意見の発表 

四 保護司の職務に関する研修の機会の提供 

五 更生保護サポートセンター（保護司の職務の円滑かつ効果的な遂行に資する施設

として法務省令で定めるものをいう。）の運営 

六 その他保護司の職務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必要な事務で法務省令

で定めるもの 

（保護司会連合会） 

第十三条 保護司会は、都道府県ごとに保護司会連合会を組織する。ただし、北海道

にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。 

２ 保護司会連合会は、次に掲げる事務を行うことを任務とする。 

一 保護司会の任務に関する連絡及び調整 

二 保護司の職務に関し必要な資料及び情報の収集 

三 保護司の職務に関する研究及び意見の発表 

四 保護司の職務に関する研修の機会の提供 

五 その他保護司の職務又は保護司会の任務の円滑かつ効果的な遂行を図るために必

要な事務で法務省令で定めるもの 

（保護司会等への支援） 

第十四条 保護観察所の長は、第十二条第二項に規定する保護司会の任務及び前条第

二項に規定する保護司会連合会の任務の円滑かつ効果的な遂行を図るため、保護司会及

び保護司会連合会に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。 

（保護司会等に関し必要な事項の省令への委任） 

第十五条 この法律に定めるもののほか、保護司会及び保護司会連合会に関し必要な

事項は、法務省令で定める。 



（国の責務） 

第十六条 国は、保護司が安全にかつ安心してその職務を円滑かつ効果的に行うこと

ができる環境を整備するため、保護司が面接をするのに適当な場所の確保、保護司への

支援体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。 

（表彰） 

第十七条 法務大臣は、職務上特に功労がある保護司、保護司会及び保護司会連合会

を表彰し、その業績を一般に周知させることに意を用いなければならない。 

（地方公共団体の協力） 

第十八条 地方公共団体は、保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動が、犯罪を

した者及び非行のある少年の改善更生を助けるとともに犯罪を予防し、地域社会の安全

及び住民福祉の向上に寄与するものであることに鑑み、その地方公共団体の地域の状況

に応じ、その地域において行われる保護司、保護司会及び保護司会連合会の活動に対し

て必要な協力をするように努めなければならない。 

２ 地方公共団体は、第十六条の措置の実施に関し国から必要な協力を求められた場

合には、これに応ずるように努めなければならない。 

（事業主の措置） 

第十九条 事業主（国及び地方公共団体を除く。）は、その使用する者が保護司の職

務を円滑かつ効果的に行うことができるよう、保護司の職務を行うための休暇を取得し

やすい環境の整備その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。 

（不利益取扱いの禁止） 

第二十条 労働者が保護司の職務を行うために休暇を取得したことその他保護司であ

ること、保護司になろうとしたこと又は保護司であつたことを理由として、解雇その他

不利益な取扱いをしてはならない。 

（省令への委任） 

第二十一条 この法律の実施のための手続、その他その執行について必要な細則は、

法務省令で定める。 

附 則 

１ この法律は、更生緊急保護法（昭和二十五年法律第二百三号）の施行の日から施

行する。 

３ 他の法令中「司法保護委員」とあるのは、「保護司」と読み替えるものとする。 

附 則 （昭和二七年七月三一日法律第二六八号） 抄 

１ この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 

附 則 （昭和四七年七月一日法律第一一一号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則 （平成一〇年五月二〇日法律第六一号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 

附 則 （平成一一年一二月八日法律第一五一号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 



（経過措置） 

第三条 民法の一部を改正する法律（平成十一年法律第百四十九号）附則第三条第三

項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法

律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例によ

る。 

一から二十五まで 略 

附 則 （平成一一年一二月二二日法律第一六〇号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行す

る。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第九百九十五条（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部

を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。）、第千三百五条、第千三百六条、第

千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の

日 

附 則 （平成一九年六月一五日法律第八八号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定

める日から施行する。 

附 則 （令和元年六月一四日法律第三七号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただ

し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条（児童福祉法第三十四条の二十

の改正規定に限る。）、第八十五条、第百二条、第百七条（民間あっせん機関による養子

縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。）、第百

十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条（不動産の鑑定評

価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。）及び第百六十八条並びに次条並

びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日 

（行政庁の行為等に関する経過措置） 

第二条 この法律（前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次

条において同じ。）の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命

令の規定（欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。）に基づき行

われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、な

お従前の例による。 

（検討） 

第七条 政府は、会社法（平成十七年法律第八十六号）及び一般社団法人及び一般財

団法人に関する法律（平成十八年法律第四十八号）における法人の役員の資格を成年被

後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後

一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な

法制上の措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号） 抄 



（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる

規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

附 則 （令和七年一二月一〇日法律第八二号） 抄 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める

日から施行する。 

（保護司の任期及び解嘱に関する経過措置） 

２ この法律の施行の際現に保護司に委嘱されている者の任期及び解嘱については、

なお従前の例による。 


